
「魅力ある職場づくり」推進に向けた各企業の取組

〇 年次有給休暇100％取得の推進
働き方改革関連法が成立した2018年より、年休取得１００％を社内でルール化。

「年休を取得するのは、病気など何かあったときのみ」といった社員の意識改革が進
み、現在、20日付与された有給休暇は社員のほぼ１００％が取得。また、入社4年目
より年次有給休暇を20日付与するなど労働基準法以上の年次有給休暇を社員に付与し
ている。

〇 リフレッシュ休暇制度の創設
年次有給休暇を長期連続して取得できるように勤続年数5年ごとに「リフレッシュ

休暇制度」を設けて、年次有給休暇の連続取得を促進している。更に、勤続10年ごと
に、リフレッシュ休暇を取得した者に対して、休暇を楽しめるように支援金を交付し
ている。

〇 自動化・機械化による業務の効率化を推進
加工機の自動化や自動溶接機、自動組立装置の導入など、業務の効率化を積極的に

促進した結果、社員の休暇取得率向上や時間外労働削減につながった。

〇 社員の健康支援
ウォーキングイベントや運動会など体を動かす機会を増やし、社員の健康支援を

行っている。

〇 求人応募者数の増加
「魅力ある職場づくり」を進めてきた結果、次年度採用求人に対し、２倍以上の応

募をいただけた。また、離職率も極小に留まっている。
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当社の働き方改革の主な取組

若手社員主体で、食堂にトレーニングルームを設置
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